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自衛隊施設整備事業等の円滑な事業執行のための運用について（通知） 

 

 

 標記について、建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項

に規定する建設工事をいう。）及び技術業務（建設工事に係る技術業務委託の契約

等の事務処理要領について（防整施（事）第１４４号。２８．３．３１）別紙建設



工事に係る技術業務委託の契約等の事務処理要領第２項に規定する技術業務をい

う。）の執行については、事業の進捗等の状況により、契約を締結した会計年度又

はその翌年度以降の支払の全部又は一部に事業計画の変更に必要な予算措置を実施

することにより、迅速かつ着実に事業を実施していくため、令和５年１月１日以降

に入札公告（又は手続開始の公示）を行うものから、原則として、入札説明書（又

は説明書）に下記の内容を記載されたい。ただし、単年度の建設工事等で前金払・

部分払の支払の前倒し状況が発生しないものについては、対象外とする。 

 

 

記 

 

 

入札説明書（又は説明書）への記載例 

１．建設工事の場合 

本工事は、国庫債務負担行為に基づく契約を締結した会計年度又はその翌年度

以降における請負代金の支払の限度額（以下「支払限度額」という。）及び支払

限度額に対応する出来高予定額（以下「出来高予定額」という。）について、事

業の進捗等の状況により当該各年度の支払限度額及び出来高予定額を当該各年度

の予算額の範囲内において変更する可能性がある。 

なお、当該変更を行う場合、発注者と受注者で協議の上、契約書第４０条第１

項、第４２条第１項、同条第２項、第４３条第３項及び第４４条第３項を必要に

応じて変更して、前払金及び部分払の支払を請求するものとする。 

２．設計等技術業務の場合 

本業務は、国庫債務負担行為に基づく契約を締結した会計年度又はその翌年度

以降における業務委託料の支払の限度額（以下「支払限度額」という。）及び支

払限度額に対応する履行高予定額（以下「履行高予定額」という。）について、

事業の進捗等の状況により当該各年度の支払限度額及び履行高予定額を当該各年

度の予算額の範囲内において変更する可能性がある。 

なお、当該変更を行う場合、発注者と受注者で協議の上、契約書第４２条第１

項、第４３条の２第１項、同条第２項、第４３条の３第３項及び第４３条の４第

３項を必要に応じて変更して、前払金及び部分払の支払を請求するものとする。 

３．事業監理業務の場合 

本業務は、国庫債務負担行為に基づく契約を締結した会計年度又はその翌年度

以降における業務委託料の支払の限度額（以下「支払限度額」という。）及び支

払限度額に対応する出来高予定額（以下「出来高予定額」という。）について、

事業の進捗等の状況により当該各年度の支払限度額及び出来高予定額を当該各年

度の予算額の範囲内において変更する可能性がある。 

なお、当該変更を行う場合、発注者と受注者で協議の上、契約書第２９条第１

項、第３０条第１項、同条第２項及び第３１条第２項を必要に応じて変更して、

部分払の支払を請求するものとする。 
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